
 学校教育目標 

○夢 ・○命 ・○絆  

夢 に向かっていく生徒 
命 を大切にする生徒 
絆 を互いに深め合う生徒  

ホームページ http://www.dai2-tyu.ichikawa-school.ed.jp/ 

令和 3年度の体育祭について 

市川市が適用地域となっているまん延防止等重点措置は 5 月末日まで延長され、今年度の体育祭は、

まん延防止等重点措置適用期間での開催となります。 

市川市教育委員会及び校長会連絡協議会発出の「新たな学校生活スタイルガイドライン」では、体育

祭、運動会については次のように定められています。 

・「新しい生活様式」に対応した内容・方法の工夫を講じた上で実施可能とする。 

・感染防止のため、参観は原則、保護者のみとする。また、在校生以外が参加する種目は設定しない。 

・競技間のこまめな水分補給と手洗いや手指消毒を行う。 

また、県立学校では、まん延防止等重点措置期間の対応として、 

・実施に当たっては在校生のみとすること。 

・３密を避け、実施内容や方法の工夫をすること。 

・開閉会式では、身体的距離を確保し、短時間とすること。 

・応援席や待機席についても身体的距離を確保すること。 

となっており、市川市でも授業参観等の保護者の参観については、「人数を制限したり、実施方法を工

夫したりするなどして、必要最小限」となっています。 

 

以上を踏まえ、本年度は須和田公園側のスタンドも生徒の応援席として使用し、応援や待機時の身体

的距離を確保するようにしています。また、入退場時の動線を一定方向にするなどして交差が起こらな

いようにするなど、感染対策を十分に講じた上で、実施いたします。 

 保護者の皆様の参観につきましては、まん延防止等重点措置適用期間内であることや、密集、密接を

避ける観点などから、今年度は、誠に残念ですがご遠慮いただくこととしています。現時点で、中学校

及び義務教育学校のうち、半数以上が保護者の参観を行わないこととしております。 

 このため、体育祭全体のビデオ撮影を専門業者に依頼し、希望される方に DVD を販売する方向で、

現在調整を進めています。 

 

 しかしながら、家庭と学校が協働して子供たちの教育を進める上で、子供たちの活動の様子を実際に

見て頂き、成長を感じてもらうことは重要なことです。 

このため、卒業学年である 3 年生の保護者に限って、時間と人数の制限を設けて、参観いただく方向

で、検討を進めています。（1，2 年生の保護者の皆様、すみません。来年度はきっと皆様に参観いただ

けるものと信じています。） 

具体的には、以下の内容で検討しています。 

○参観できる競技は、午前の団体種目（大縄跳び：10 分程度）及び午後の全員リレー（20 分程度）

の 2 種目とします。種目が終わりましたら、ご退出いただきます。 

○参観できる人数は、1 種目につき 1 家庭 1 人とします。 

○参観できるエリアは校舎前の設定エリアのみとするとともに、校地内への出入りは北門のみとし、

生徒と交差することがないようにします。 

○感染者が確認された場合には追跡調査ができるように、校地内へ入場する際には参観券（氏名等を

記入いただきます）を提出していただきます。 

詳細につきましては、後日 3 年生の保護者の皆様に文書をお配りいたしますが、今後の状況によっ

ては、参観の中止等もありますことを、ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

なお、公道や須和田公園地内からの参観につきましては、厳にお控えいただきましようお願い申し上

げます。保護者の皆様におかれましては、生徒の安全を最優先に考えた措置として、何卒ご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。 
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